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中野区国民健康保険条例（昭和３４年中野区条例第１３号）新旧対照表 

改正案 現行 

目次 目次 

第１章 総則（第１条） 第１章 総則（第１条） 

第２章 国民健康保険運営協議会（第２条・第３

条） 

第２章 国民健康保険運営協議会（第２条・第３

条） 

第３章 被保険者（第４条） 第３章 被保険者（第４条―第４条の３） 

第４章 保険給付（第５条―第１２条） 第４章 保険給付（第５条―第１２条） 

第５章 保健事業（第１３条） 第５章 保健事業（第１３条） 

第６章 保険料（第１４条―第２４条の４） 第６章 保険料（第１４条―第２４条の４） 

第７章 雑則（第２５条・第２６条） 第７章 雑則（第２５条・第２６条） 

第８章 罰則（第２７条―第２９条） 第８章 罰則（第２７条―第２９条） 

附則 附則 

第１章・第２章 （略） 第１章・第２章 （略） 

第３章 被保険者 第３章 被保険者 

第４条 （略） 第４条 （略） 

 第４条の２ 老人福祉法（昭和３８年法律第１３３

号）に規定する養護老人ホーム又は特別養護老人

ホームに入所している者のうち、別に区長が定め

る基準に該当するものは、被保険者としない。 

 第４条の３ 削除 

第４章 保険給付 第４章 保険給付 

（保険給付の種類） （保険給付の種類） 

第５条 区は、次の各号に掲げる保険給付を行う。 第５条 区は、次の各号に掲げる保険給付を行う。

⑴ 療養の給付 ⑴ 療養の給付 

⑵ 入院時食事療養費の支給 ⑵ 入院時食事療養費の支給 

⑶ 入院時生活療養費の支給 ⑶ 入院時生活療養費の支給 

⑷ 保険外併用療養費の支給 ⑷ 保険外併用療養費の支給 

⑸ 療養費の支給 ⑸ 療養費の支給 

⑹ 訪問看護療養費の支給 ⑹ 訪問看護療養費の支給 

⑺ 特別療養費の支給 ⑺ 特別療養費の支給 

⑻ 移送費の支給 ⑻ 移送費の支給 

⑼ 高額療養費の支給 ⑼ 高額療養費の支給 

⑽ 高額介護合算療養費の支給  

⑾ 出産育児一時金の支給 ⑽ 出産育児一時金の支給 

⑿ 葬祭費の支給 ⑾ 葬祭費の支給 

⒀ 結核医療給付金又は精神医療給付金（以下

「結核・精神医療給付金」という。）の支給 

⑿ 結核医療給付金又は精神医療給付金（以下

「結核・精神医療給付金」という。）の支給 

第６条 （略） 第６条 （略） 

（一部負担金） （一部負担金） 

第７条 保険医療機関又は保険薬局（以下「保険医

療機関等」という。）において、療養の給付を受

ける被保険者は、次の各号の区分に従い、当該給

付に要する費用の額に当該各号に掲げる割合を乗

じて得た額を一部負担金として、当該給付を受け

る際、当該保険医療機関等に支払わなければなら

第７条 保険医療機関又は保険薬局（以下「保険医

療機関等」という。）において、療養の給付を受

ける被保険者は、次の各号の区分に従い、当該給

付に要する費用の額に当該各号に掲げる割合を乗

じて得た額を一部負担金として、当該給付を受け

る際、当該保険医療機関等に支払わなければなら

平成 20 年(2008 年)  3 月 12 日 
厚 生 委 員 会 資 料 
保 健 福 祉 部 保 険 医 療 担 当 



p.2 / 22 

ない。 ない。 

⑴ ６歳に達する日以後の最初の３月３１日の翌

日以後であつて７０歳に達する日の属する月以

前である場合 １００分の３０ 

⑴ ６歳に達する日以後の最初の３月３１日の翌

日以後であつて７０歳に達する日の属する月以

前である場合 １００分の３０ 

⑵ ６歳に達する日以後の最初の３月３１日以前

である場合 １００分の２０ 

⑵ ６歳に達する日以後の最初の３月３１日以前

である場合 １００分の２０ 

⑶ ７０歳に達する日の属する月の翌月以後であ

る場合（次号に掲げる場合を除く。） １００

分の２０ 

⑶ ７０歳に達する日の属する月の翌月以後であ

る場合（次号に掲げる場合を除く。） １００

分の１０ 

⑷ ７０歳に達する日の属する月の翌月以後であ

る場合であつて、当該療養の給付を受ける者の

属する世帯に属する被保険者（７０歳に達する

日の属する月の翌月以後である場合に該当する

者その他国民健康保険法施行令（昭和３３年政

令第３６２号）第２７条の２第１項に規定する

者に限る。）について同条第２項に規定すると

ころにより算定した所得の額が同条第３項に規

定する額以上であるとき １００分の３０ 

⑷ ７０歳に達する日の属する月の翌月以後であ

る場合であつて、当該療養の給付を受ける者の

属する世帯に属する被保険者（７０歳に達する

日の属する月の翌月以後である場合に該当する

者その他国民健康保険法施行令（昭和３３年政

令第３６２号）第２７条の２第１項に規定する

者に限る。）について同条第２項に規定すると

ころにより算定した所得の額が同条第３項に規

定する額以上であるとき １００分の３０ 

第８条及び第８条の２～第９条の９ （略） 第８条及び第８条の２～第９条の９ （略） 

（高額介護合算療養費）  

第９条の１０ 高額介護合算療養費の支給は、法第

５７条の３に定めるところによる。 

 

（出産育児一時金） （出産育児一時金） 

第１０条 被保険者が出産したときは、当該被保険

者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金

として３５０，０００円を支給する。 

第１０条 被保険者が出産したときは、当該被保険

者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金

として３５０，０００円を支給する。 

２ 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支

給は、同一の出産につき健康保険法（大正１１年

法律第７０号）、船員保険法（昭和１４年法律第

７３号）、国家公務員共済組合法（昭和３３年法

律第１２８号。他の法律において準用し、又は例

による場合を含む。次条第２項において同じ。）

又は地方公務員等共済組合法（昭和３７年法律第

１５２号）の規定によつて、これに相当する給付

を受けることができる場合には、行わない。 

２ 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支

給は、同一の出産につき健康保険法（大正１１年

法律第７０号）、船員保険法（昭和１４年法律第

７３号）、国家公務員共済組合法（昭和３３年法

律第１２８号。他の法律において準用し、又は例

による場合を含む。）又は地方公務員等共済組合

法（昭和３７年法律第１５２号）の規定によつ

て、これに相当する給付を受けることができる場

合には、行わない。 

（葬祭費） （葬祭費） 

第１１条 被保険者が死亡したときは、その者の葬

祭を行う者に対し、葬祭費として７０，０００円

を支給する。 

第１１条 被保険者が死亡したときは、その者の葬

祭を行う者に対し、葬祭費として７０，０００円

を支給する。 

２ 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同

一の死亡につき健康保険法、船員保険法、国家公

務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高

齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律

第８０号。以下「高齢者医療確保法」という。）

の規定によつて、これに相当する給付を受けるこ

とができる場合には、行わない。 

 

（結核・精神医療給付金） （結核・精神医療給付金） 

第１２条 結核医療給付金は、被保険者が感染症の

予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

第１２条 結核医療給付金は、被保険者（老人保健

法（昭和５７年法律第８０号）の規定による医療
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（平成１０年法律第１１４号）第３７条の２第１

項（同法第６４条第１項の規定により読み替えら

れる場合を含む。）の規定による負担において医

療に関する給付を受ける場合であつて、次の各号

に掲げる被保険者の区分に応じ、当該各号に定め

る者が、第３項の規定による申請のあつた月の属

する年度（結核医療給付金の申請のあつた月が４

月又は５月の場合にあつては、前年度）分の特別

区民税（市町村民税を含むものとし、地方税法

（昭和２５年法律第２２６号）第３２８条の規定

によつて課する所得割を除く。以下この条におい

て同じ。）が課されない者（条例の定めるところ

により当該特別区民税を免除された者を含む。）

である場合に支給する。 

を受けることができる者を除く。以下この条にお

いて同じ。）が感染症の予防及び感染症の患者に

対する医療に関する法律（平成１０年法律第１１

４号）第３７条の２第１項（同法第６４条第１項

の規定により読み替えられる場合を含む。）の規

定による負担において医療に関する給付を受ける

場合であつて、次の各号に掲げる被保険者の区分

に応じ、当該各号に定める者が、第３項の規定に

よる申請のあつた月の属する年度（結核医療給付

金の申請のあつた月が４月又は５月の場合にあつ

ては、前年度）分の特別区民税（市町村民税を含

むものとし、地方税法（昭和２５年法律第２２６

号）第３２８条の規定によつて課する所得割を除

く。以下この条において同じ。）が課されない者

（条例の定めるところにより当該特別区民税を免

除された者を含む。）である場合に支給する。 

⑴ ２０歳以上の被保険者 当該被保険者 ⑴ ２０歳以上の被保険者 当該被保険者 

⑵ ２０歳未満の被保険者 当該被保険者の世帯

の世帯主 

⑵ ２０歳未満の被保険者 当該被保険者の世帯

の世帯主 

２ 精神医療給付金は、被保険者が障害者自立支援

法（平成１７年法律第１２３号）第５８条の規定

による負担において医療（障害者自立支援法施行

令（平成１８年政令第１０号。以下「支援法施行

令」という。）第１条第３号に規定する精神通院

医療に限る。）に関する給付を受ける場合であつ

て、支援法施行令第３５条第１項第３号又は第４

号に該当する者である場合に支給する。 

２ 精神医療給付金は、被保険者が障害者自立支援

法（平成１７年法律第１２３号）第５８条の規定

による負担において医療（障害者自立支援法施行

令（平成１８年政令第１０号。以下「支援法施行

令」という。）第１条第３号に規定する精神通院

医療に限る。）に関する給付を受ける場合であつ

て、支援法施行令第３５条第１項第３号又は第４

号に該当する者である場合に支給する。 

３ 結核・精神医療給付金の支給を受けようとする

被保険者は、規則の定めるところにより区長に申

請し、この条例による支給を受ける資格を証する

書面の交付を受けなければならない。 

３ 結核・精神医療給付金の支給を受けようとする

被保険者は、規則の定めるところにより区長に申

請し、この条例による支給を受ける資格を証する

書面の交付を受けなければならない。 

４ 結核・精神医療給付金の支給額は、次の各号に

定めるものとする。 

４ 結核・精神医療給付金の支給額は、次の各号に

定めるものとする。 

⑴ 結核医療給付金の支給額は、第１項に規定す

る場合における自己の負担の額に相当する額と

する。 

⑴ 結核医療給付金の支給額は、第１項に規定す

る場合における自己の負担の額に相当する額と

する。 

⑵ 精神医療給付金の支給額は、第２項に規定す

る場合における自己の負担の額に相当する額と

する。ただし、支援法施行令第３５条第１項第

３号又は第４号に規定する額を限度とする。 

⑵ 精神医療給付金の支給額は、第２項に規定す

る場合における自己の負担の額に相当する額と

する。ただし、支援法施行令第３５条第１項第

３号又は第４号に規定する額を限度とする。 

５ 被保険者が保険医療機関等において、第１項又

は第２項の規定による医療に関する給付を受けた

ときは、区は、その被保険者が当該保険医療機関

等に支払うべき前項に規定する額について、結

核・精神医療給付金として、その被保険者の属す

る世帯の世帯主に対し支給すべき額の限度におい

て、世帯主に代わり、当該保険医療機関等に支払

うことができる。 

５ 被保険者が保険医療機関等において、第１項又

は第２項の規定による医療に関する給付を受けた

ときは、区は、その被保険者が当該保険医療機関

等に支払うべき前項に規定する額について、結

核・精神医療給付金として、その被保険者の属す

る世帯の世帯主に対し支給すべき額の限度におい

て、世帯主に代わり、当該保険医療機関等に支払

うことができる。 

６ 前項の規定による支払があつたときは、世帯主 ６ 前項の規定による支払があつたときは、世帯主
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に対し、結核・精神医療給付金（第４項に規定す

る自己の負担の額に係る高額療養費を含む。）の

支給があつたものとみなす。 

に対し、結核・精神医療給付金（第４項に規定す

る自己の負担の額に係る高額療養費を含む。）の

支給があつたものとみなす。 

第５章 保健事業 第５章 保健事業 

（保健事業） （保健事業） 

第１３条 区は、高齢者医療確保法第２０条の規定

による特定健康診査及び高齢者医療確保法第２４

条の規定による特定保健指導を行うものとするほ

か、被保険者の健康の保持増進又は保険給付のた

めに必要な事業を行う。 

第１３条 区は、被保険者の健康の保持増進のた

め、次に掲げる事業を行う。 

 ⑴ 保健衛生の向上に関すること。 

 ⑵ 栄養改善に関すること。 

 ⑶ 健康家庭等の表彰に関すること。 

 ⑷ 前３号のほか、被保険者の健康の保持増進に

関すること。 

第６章 保険料 第６章 保険料 

第１４条 （略） 第１４条 （略） 

（保険料の賦課額） （保険料の賦課額） 

第１４条の２ 保険料の賦課額は、被保険者である

世帯主及びその世帯に属する被保険者につき算定

した基礎賦課額（国民健康保険法施行令第２９条

の７第１項に規定する基礎賦課額をいう。以下同

じ。）及び後期高齢者支援金等賦課額（同項に規

定する後期高齢者支援金等賦課額をいう。以下同

じ。）並びに介護納付金賦課被保険者（同項に規

定する介護納付金賦課被保険者をいう。以下同

じ。）につき算定した介護納付金賦課額（同項に

規定する介護納付金賦課額をいう。以下同じ。）

の合算額とする。 

第１４条の２ 保険料の賦課額は、被保険者である

世帯主及びその世帯に属する被保険者につき算定

した基礎賦課額（国民健康保険法施行令第２９条

の７第１項に規定する基礎賦課額をいう。以下同

じ。）及び介護納付金賦課被保険者（同項に規定

する介護納付金賦課被保険者をいう。以下同

じ。）につき算定した介護納付金賦課額（同項に

規定する介護納付金賦課額をいう。以下同じ。）

の合算額とする。 

（一般被保険者に係る基礎賦課総額） （一般被保険者に係る基礎賦課総額） 

第１４条の３ 保険料の賦課額のうち一般被保険者

（法附則第７条第１項に規定する退職被保険者等

（以下「退職被保険者等」という。）以外の被保

険者をいう。以下同じ。）に係る基礎賦課額（第

１９条の２の規定により基礎賦課額を減額するも

のとした場合にあつては、その減額することとな

る額を含む。）の総額（以下「基礎賦課総額」と

いう。）は、第１号に掲げる額の見込額から第２

号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として

算定した額とする。 

第１４条の３ 保険料の賦課額のうち一般被保険者

（法第８条の２に規定する退職被保険者又は退職

被保険者の被扶養者以外の被保険者をいう。以下

同じ。）に係る基礎賦課額（第１９条の２の規定

により基礎賦課額を減額するものとした場合にあ

つては、その減額することとなる額を含む。）の

総額（以下「基礎賦課総額」という。）は、第１

号に掲げる額の見込額から第２号に掲げる額の見

込額を控除した額を基準として算定した額とす

る。 

⑴ 当該年度における療養の給付に要する費用

（一般被保険者に係るものに限る。）の額から

当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除

した額、入院時食事療養費、入院時生活療養

費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養

費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額

介護合算療養費の支給に要する費用（一般被保

険者に係るものに限る。）の額、高齢者医療確

保法の規定による前期高齢者納付金等（以下

⑴ 当該年度における療養の給付に要する費用

（一般被保険者に係るものに限る。）の額から

当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除

した額、入院時食事療養費、入院時生活療養

費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養

費、特別療養費、移送費及び高額療養費の支給

に要する費用（一般被保険者に係るものに限

る。）の額、老人保健法の規定による医療費拠

出金の納付に要する費用の額から法第７０条第
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「前期高齢者納付金等」という。）の納付に要

する費用の額、保健事業に要する費用の額並び

にその他の国民健康保険事業に要する費用（国

民健康保険の事務（前期高齢者納付金等、高齢

者医療確保法の規定による後期高齢者支援金等

（以下「後期高齢者支援金等」という。）及び

高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金

等（以下「病床転換支援金等」という。）並び

に介護保険法（平成９年法律第１２３号）の規

定による納付金（以下「介護納付金」とい

う。）の納付に関する事務を含む。次号におい

て同じ。）の執行に要する費用を除く。）の額

（退職被保険者等に係る療養の給付に要する費

用の額から当該給付に係る一部負担金に相当す

る額を控除した額、退職被保険者等に係る入院

時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用

療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養

費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養

費の支給に要する費用の額並びに後期高齢者支

援金等及び病床転換支援金等並びに介護納付金

の納付に要する費用の額を除く。）の合算額か

ら法附則第７条第１項第２号に規定する調整対

象基準額に同号に規定する退職被保険者等所属

割合（以下「退職被保険者等所属割合」とい

う。）を乗じて得た額を控除した額（高齢者医

療確保法の規定による前期高齢者交付金がある

場合には、これを控除した額） 

１項第２号に規定する負担調整前老人保健医療

費拠出金相当額に同号に規定する退職被保険者

等加入割合を乗じて得た額を控除した額、保健

事業に要する費用の額並びにその他国民健康保

険事業に要する費用（国民健康保険の事務（老

人保健拠出金及び介護納付金（介護保険法（平

成９年法律第１２３号）の規定による納付金を

いう。以下同じ。）の納付に関する事務を含

む。次号において同じ。）の執行に要する費用

を除く。）の額（退職被保険者等に係る療養の

給付に要する費用の額から当該給付に係る一部

負担金に相当する額を控除した額、退職被保険

者等に係る入院時食事療養費、入院時生活療養

費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養

費、特別療養費、移送費及び高額療養費の支給

に要する費用の額並びに介護納付金の納付に要

する費用の額を除く。）の合算額 

⑵ 当該年度における法第７０条の規定による負

担金（高齢者医療確保法の規定による後期高齢

者支援金（以下「後期高齢者支援金」とい

う。）及び高齢者医療確保法の規定による病床

転換支援金（以下「病床転換支援金」とい

う。）並びに介護納付金の納付に要する費用に

係るものを除く。）、法第７２条の規定による

調整交付金（後期高齢者支援金及び病床転換支

援金並びに介護納付金の納付に要する費用に係

るものを除く。）、法第７２条の２の規定によ

る都道府県調整交付金（後期高齢者支援金及び

病床転換支援金並びに介護納付金の納付に要す

る費用に係るものを除く。）、法第７２条の４

第１項の規定による繰入金、法第７２条の５の

規定による負担金、法第７４条の規定による補

助金、法第７５条の規定による補助金（後期高

齢者支援金等及び病床転換支援金等並びに介護

納付金の納付に要する費用に係るものを除

く。）及び貸付金（後期高齢者支援金等及び病

床転換支援金等並びに介護納付金の納付に要す

る費用に係るものを除く。）その他国民健康保

険事業に要する費用（国民健康保険の事務の執

⑵ 当該年度における法第７０条の規定による負

担金（介護納付金の納付に要する費用に係るも

のを除く。）、法第７２条の規定による調整交

付金（介護納付金の納付に要する費用に係るも

のを除く。）、法第７２条の２の規定による都

道府県調整交付金（介護納付金の納付に要する

費用に係るものを除く。）、法第７２条の３第

１項の規定による繰入金、法第７４条及び第７

５条の規定による補助金（介護納付金の納付に

要する費用に係るものを除く。）、同条の規定

による貸付金（介護納付金の納付に要する費用

に係るものを除く。）その他国民健康保険事業

に要する費用（国民健康保険の事務の執行に要

する費用及び介護納付金の納付に要する費用を

除く。）のための収入（法第７２条の２の２第

１項の規定による繰入金及び法第７２条の４の

規定による療養給付費等交付金を除く。）の額

の合算額 
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行に要する費用並びに後期高齢者支援金等及び

病床転換支援金等並びに介護納付金の納付に要

する費用を除く。）のための収入（法第７２条

の３第１項の規定による繰入金及び法附則第７

条第１項の規定による療養給付費等交付金（以

下「療養給付費等交付金」という。）を除

く。）の額の合算額 

第１４条の４～第１５条の２及び第１５条の３ 

（略） 

第１４条の４～第１５条の２及び第１５条の３ 

（略） 

（一般被保険者に係る基礎賦課額の保険料率） （一般被保険者に係る基礎賦課額の保険料率） 

第１５条の４ 一般被保険者に係る基礎賦課額の保

険料率は、次のとおりとする。 

第１５条の４ 一般被保険者に係る基礎賦課額の保

険料率は、次のとおりとする。 

⑴ 所得割 １００分の９０（一般被保険者に係

る基礎賦課総額の１００分の５９に相当する額

を、一般被保険者に係る当該年度の住民税額の

見込額の総額で除して得た数） 

⑴ 所得割 １００分の１２４（一般被保険者に

係る基礎賦課総額の１００分の６０に相当する

額を、一般被保険者に係る当該年度の住民税額

の見込額の総額で除して得た数） 

⑵ 被保険者均等割 被保険者１人につき２８，

８００円（一般被保険者に係る基礎賦課総額の

１００分の４１に相当する額を、当該年度の初

日における一般被保険者の見込数で除して得た

額） 

⑵ 被保険者均等割 被保険者１人につき ３

５，１００円（一般被保険者に係る基礎賦課総

額の１００分の４０に相当する額を、当該年度

の初日における一般被保険者の見込数で除して

得た額） 

２ 前項に規定する保険料率を算定する場合におい

て、小数点以下第２位未満の端数があるときはそ

の端数を切り上げ、１００円未満の端数の金額が

あるときはその端数を切り捨てるものとする。 

２ 前項に規定する保険料率を算定する場合におい

て、小数点以下第２位未満の端数があるときはそ

の端数を切り上げ、１００円未満の端数の金額が

あるときはその端数を切り捨てるものとする。 

第１５条の５・第１５条の６ （略） 第１５条の５・第１５条の６ （略） 

（退職被保険者等に係る基礎賦課額の被保険者均

等割額の算定） 

（退職被保険者等に係る基礎賦課額の均等割額の

算定） 

第１５条の７ 第１５条の５の被保険者均等割額

は、第１５条の４の規定により算定した額と同額

とする。 

第１５条の７ 第１５条の５の被保険者均等割額

は、第１５条の４の規定により算定した額と同額

とする。 

（基礎賦課限度額） （基礎賦課限度額） 

第１５条の８ 第１４条の４又は第１５条の５の基

礎賦課額（一般被保険者と退職被保険者等が同一

の世帯に属する場合には、第１４条の４の基礎賦

課額及び第１５条の５の基礎賦課額の合算額をい

う。第１９条及び第１９条の２において同じ。）

は、４７０，０００円を超えることができない。

第１５条の８ 第１４条の４又は第１５条の５の基

礎賦課額（一般被保険者と退職被保険者等が同一

の世帯に属する場合には、第１４条の４の基礎賦

課額及び第１５条の５の基礎賦課額の合算額をい

う。第１９条及び第１９条の２において同じ。）

は、５３０，０００円を超えることができない。

（一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課総

額） 

 

第１５条の９ 保険料の賦課額のうち一般被保険者

に係る後期高齢者支援金等賦課額（第１９条の２

の規定により後期高齢者支援金等賦課額を減額す

るものとした場合にあつては、その減額すること

となる額を含む。）の総額（以下「後期高齢者支

援金等賦課総額」という。）は、第１号に掲げる

額の見込額から第２号に掲げる額の見込額を控除

した額を基準として算定した額とする。 

 

⑴ 当該年度における後期高齢者支援金等及び病  
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床転換支援金等の納付に要する費用の額から後

期高齢者支援金及び病床転換支援金の額に退職

被保険者等所属割合を乗じて得た額を控除した

額 

⑵ 当該年度における法第７０条の規定による負

担金（後期高齢者支援金及び病床転換支援金の

納付に要する費用に係るものに限る。）、法第

７２条の規定による調整交付金（後期高齢者支

援金及び病床転換支援金の納付に要する費用に

係るものに限る。）、法第７２条の２の規定に

よる都道府県調整交付金（後期高齢者支援金及

び病床転換支援金の納付に要する費用に係るも

のに限る。）、法第７５条の規定による補助金

（後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等の

納付に要する費用に係るものに限る。）及び貸

付金（後期高齢者支援金等及び病床転換支援金

等の納付に要する費用に係るものに限る。）そ

の他国民健康保険事業に要する費用（後期高齢

者支援金等及び病床転換支援金等の納付に要す

る費用（後期高齢者支援金等及び病床転換支援

金等の納付に関する事務の執行に要する費用を

除く。）に係るものに限る。）のための収入

（法第７２条の３第１項の規定による繰入金及

び療養給付費等交付金を除く。）の額の合算額

 

（一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課

額） 

 

第１５条の１０ 保険料の賦課額のうち一般被保険

者に係る後期高齢者支援金等賦課額は、当該世帯

に属する一般被保険者につき算定した所得割額及

び被保険者均等割額の合算額の総額とする。 

 

（一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額

の所得割額の算定） 

 

第１５条の１１ 前条の所得割額は、一般被保険者

に係る当該年度分の住民税額に次条第１項第１号

の所得割の保険料率を乗じて算定する。 

 

（一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額

の保険料率） 

 

第１５条の１２ 一般被保険者に係る後期高齢者支

援金等賦課額の保険料率は、次のとおりとする。

 

⑴ 所得割 １００分の２７（一般被保険者に係

る後期高齢者支援金等賦課総額の１００分の５

９に相当する額を一般被保険者に係る当該年度

の住民税額の見込額の総額で除して得た数） 

 

⑵ 被保険者均等割 被保険者１人につき８，１

００円（一般被保険者に係る後期高齢者支援金

等賦課総額の１００分の４１に相当する額を当

該年度の初日における一般被保険者の見込数で

除して得た額） 

 

２ 前項に規定する保険料率を算定する場合におい  
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て、小数点以下第２位未満の端数があるときはそ

の端数を切り上げ、１００円未満の端数の金額が

あるときはその端数を切り捨てるものとする。 

（退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課

額） 

 

第１５条の１３ 保険料の賦課額のうち退職被保険

者等に係る後期高齢者支援金等賦課額は、当該世

帯に属する退職被保険者等につき算定した所得割

額及び被保険者均等割額の合算額の総額とする。

 

（退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課

額の所得割額の算定） 

 

第１５条の１４ 前条の所得割額は、退職被保険者

等に係る当該年度分の住民税額に第１５条の１２

第１項第１号の所得割の保険料率を乗じて算定す

る。 

 

（退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課

額の被保険者均等割額の算定） 

 

第１５条の１５ 第１５条の１３の被保険者均等割

額は、第１５条の１２の規定により算定した額と

同額とする。 

 

（後期高齢者支援金等賦課限度額）  

第１５条の１６ 第１５条の１０又は第１５条の１

３の後期高齢者支援金等賦課額（一般被保険者と

退職被保険者等が同一の世帯に属する場合には、

第１５条の１０の後期高齢者支援金等賦課額及び

第１５条の１３の後期高齢者支援金等賦課額の合

算額をいう。第１９条及び第１９条の２において

同じ。）は、１２０，０００円を超えることがで

きない。 

 

（介護納付金賦課総額） （介護納付金賦課総額） 

第１６条 保険料の賦課額のうち介護納付金賦課額

（第１９条の２の規定により介護納付金賦課額を

減額するものとした場合にあつては、その減額す

ることとなる額を含む。）の総額（以下「介護納

付金賦課総額」という。）は、第１号に掲げる額

の見込額から第２号に掲げる額の見込額を控除し

た額を基準として算定した額とする。 

第１６条 保険料の賦課額のうち介護納付金賦課額

（第１９条の２の規定により介護納付金賦課額を

減額するものとした場合にあつては、その減額す

ることとなる額を含む。）の総額（以下「介護納

付金賦課総額」という。）は、第１号に掲げる額

の見込額から第２号に掲げる額の見込額を控除し

た額を基準として算定した額とする。 

⑴ 当該年度における介護納付金の納付に要する

費用の額 

⑴ 当該年度における介護納付金の納付に要する

費用の額 

⑵ 当該年度における法第７０条の規定による負

担金（介護納付金の納付に要する費用に係るも

のに限る。）、法第７２条の規定による調整交

付金（介護納付金の納付に要する費用に係るも

のに限る。）、法第７２条の２の規定による都

道府県調整交付金（介護納付金の納付に要する

費用に係るものに限る。）、法第７５条の規定

による補助金（介護納付金の納付に要する費用

に係るものに限る。）及び貸付金（介護納付金

の納付に要する費用に係るものに限る。）その

⑵ 当該年度における法第７０条の規定による負

担金（介護納付金の納付に要する費用に係るも

のに限る。）、法第７２条の規定による調整交

付金（介護納付金の納付に要する費用に係るも

のに限る。）、法第７２条の２の規定による都

道府県調整交付金（介護納付金の納付に要する

費用に係るものに限る。）、法第７４条及び第

７５条の規定による補助金（介護納付金の納付

に要する費用に係るものに限る。）並びに同条

の規定による貸付金（介護納付金の納付に要す
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他国民健康保険事業に要する費用（介護納付金

の納付に要する費用（介護納付金の納付に関す

る事務の執行に要する費用を除く。）に係るも

のに限る。）のための収入（法第７２条の３第

１項の規定による繰入金を除く。）の額の合算

額 

る費用に係るものに限る。）その他国民健康保

険事業に要する費用（介護納付金の納付に要す

る費用（介護納付金の納付に関する事務の執行

に要する費用を除く。）に係るものに限る。）

のための収入（法第７２条の２の２第１項の規

定による繰入金を除く。）の額の合算額 

第１６条の２・第１６条の３ （略） 第１６条の２・第１６条の３ （略） 

（介護納付金賦課額の保険料率） （介護納付金賦課額の保険料率） 

第１６条の４ 介護納付金賦課被保険者に係る介護

納付金賦課額の保険料率は、次のとおりとする。

第１６条の４ 介護納付金賦課被保険者に係る介護

納付金賦課額の保険料率は、次のとおりとする。

⑴ 所得割 １００分の２１（介護納付金賦課総

額の１００分の５０に相当する額を介護納付金

賦課被保険者に係る当該年度の住民税額の見込

額の総額で除して得た数） 

⑴ 所得割 １００分の２３（介護納付金賦課総

額の１００分の５０に相当する額を介護納付金

賦課被保険者に係る当該年度の住民税額の見込

額の総額で除して得た数） 

⑵ 被保険者均等割 被保険者１人につき１１，

１００円（介護納付金賦課総額の１００分の５

０に相当する額を当該年度の初日における介護

納付金賦課被保険者の見込数で除して得た額）

⑵ 被保険者均等割 被保険者１人につき １

２，０００円（介護納付金賦課総額の１００分

の５０に相当する額を当該年度の初日における

介護納付金賦課被保険者の見込数で除して得た

額） 

２ 前項に規定する保険料率を算定する場合におい

て、小数点以下第２位未満の端数があるときはそ

の端数を切り上げ、１００円未満の端数の金額が

あるときはその端数を切り捨てるものとする。 

２ 前項に規定する保険料率を算定する場合におい

て、小数点以下第２位未満の端数があるときはそ

の端数を切り上げ、１００円未満の端数の金額が

あるときはその端数を切り捨てるものとする。 

第１６条の５ （略） 第１６条の５ （略） 

（準用規定） （準用規定） 

第１６条の６ 第１５条第２項及び第３項の規定

は、退職被保険者等に係る基礎賦課額の算定並び

に一般被保険者及び退職被保険者等に係る後期高

齢者支援金等賦課額の算定並びに介護納付金賦課

被保険者に係る介護納付金賦課額の算定について

準用する。 

第１６条の６ 第１５条第２項及び第３項の規定

は、退職被保険者等に係る基礎賦課額の算定及び

介護納付金賦課被保険者に係る介護納付金賦課額

の算定について準用する。 

第１７条 （略） 第１７条 （略） 

（普通徴収に係る保険料の納期限） （保険料の納期限） 

第１８条 法第７６条の３第１項の規定による普通

徴収に係る保険料の納期限は、６月から翌年３月

までの各月の末日（１２月にあつては、翌年の１

月４日）とする。ただし、前年度分までの保険料

の納期限は、区長が別に定める各月の末日（１２

月にあつては、翌年の１月４日）とする。 

第１８条 保険料の納期限は、６月から翌年３月ま

での各月の末日（１２月にあつては、翌年の１月

４日）とする。ただし、前年度分までの保険料の

納期限は、区長が別に定める各月の末日（１２月

にあつては、翌年の１月４日）とする。 

２ 前項の納期限が土曜日に該当するときは、その

翌日を納期限とみなす。 

２ 前項の納期限が土曜日に該当するときは、その

翌日を納期限とみなす。 

（普通徴収に係る保険料の納付額） （保険料の納付額） 

第１８条の２ 前条第１項本文の各納期の納付額

は、年額の１０分の１とする。ただし、同項ただ

し書の各納期の納付額は、区長が別に定める額と

する。 

第１８条の２ 前条第１項本文の各納期の納付額

は、年額の１０分の１とする。ただし、同項ただ

し書の各納期の納付額は、区長が別に定める額と

する。 

２ 前項の規定により算出した各納期の納付額に１

０円未満の端数があるときは、その端数金額はす

べて最初の納付額に合算するものとする。 

２ 前項の規定により算出した各納期の納付額に１

０円未満の端数があるときは、その端数金額はす

べて最初の納付額に合算するものとする。 
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（賦課期日後において納付義務の発生、消滅又は

被保険者数の異動等があつた場合） 

（賦課期日後において納付義務の発生、消滅又は

被保険者数の異動等があつた場合） 

第１９条 保険料の賦課期日後に、納付義務が発生

し、又は１世帯に属する被保険者数が増加し、若

しくは１世帯に属する被保険者が介護納付金賦課

被保険者となつた場合における当該納付義務者に

係る第１４条の４若しくは第１５条の５の基礎賦

課額、第１５条の１０若しくは第１５条の１３の

後期高齢者支援金等賦課額、第１６条の２の介護

納付金賦課額又は次条各号に定める額の算定は、

それぞれ、その納付義務が発生し、又は被保険者

数が増加し、若しくは１世帯に属する被保険者が

介護納付金賦課被保険者となつた日の属する月か

ら、月割をもつて行う。 

第１９条 保険料の賦課期日後に、納付義務が発生

し、又は１世帯に属する被保険者数が増加し、若

しくは１世帯に属する被保険者が介護納付金賦課

被保険者となつた場合における当該納付義務者に

係る第１４条の４若しくは第１５条の５の基礎賦

課額、第１６条の２の介護納付金賦課額又は次条

各号に定める額の算定は、それぞれ、その納付義

務が発生し、又は被保険者数が増加し、若しくは

１世帯に属する被保険者が介護納付金賦課被保険

者となつた日の属する月から、月割をもつて行

う。 

２ 保険料の賦課期日後に、納付義務が消滅し、又

は１世帯に属する被保険者数が減少し、若しくは

１世帯に属する被保険者が介護納付金賦課被保険

者でなくなつた場合における当該納付義務者に係

る第１４条の４若しくは第１５条の５の基礎賦課

額、第１５条の１０若しくは第１５条の１３の後

期高齢者支援金等賦課額、第１６条の２の介護納

付金賦課額又は次条各号に定める額の算定は、そ

れぞれ、その納付義務が消滅した日、又は被保険

者数が減少した日（法第６条第１号から第８号ま

での規定のいずれかに該当したことにより納付義

務が消滅し、又は被保険者数が減少した場合にお

いては、その消滅し、又は減少した日が月の初日

であるときに限り、その前日とする。）若しくは

介護納付金賦課被保険者でなくなつた日の属する

月の前月まで、月割をもつて行う。 

２ 保険料の賦課期日後に、納付義務が消滅し、又

は１世帯に属する被保険者数が減少し、若しくは

１世帯に属する被保険者が介護納付金賦課被保険

者でなくなつた場合における当該納付義務者に係

る第１４条の４若しくは第１５条の５の基礎賦課

額、第１６条の２の介護納付金賦課額又は次条各

号に定める額の算定は、それぞれ、その納付義務

が消滅した日、又は被保険者数が減少した日（法

第６条第１号から第５号までの規定のいずれかに

該当したことにより納付義務が消滅し、又は被保

険者数が減少した場合においては、その消滅し、

又は減少した日が月の初日であるときに限り、そ

の前日とする。）若しくは介護納付金賦課被保険

者でなくなつた日の属する月の前月まで、月割を

もつて行う。 

３ 第１５条第２項及び第３項の規定は、第１項の

規定による保険料の賦課について準用する。 

３ 第１５条第２項及び第３項の規定は、第１項の

規定による保険料の賦課について準用する。 

（保険料の減額） （保険料の減額） 

第１９条の２ 次の各号に該当する納付義務者に対

して課する保険料の額は、第１４条の４又は第１

５条の５の基礎賦課額から、それぞれ当該各号の

アに定める額を減額して得た額（当該減額して得

た額が４７０，０００円を超える場合には４７

０，０００円）及び第１５条の１０又は第１５条

の１３の後期高齢者支援金等賦課額から、それぞ

れ当該各号のイに定める額を減額して得た額（当

該減額して得た額が１２０，０００円を超える場

合には１２０，０００円）並びに第１６条の２の

介護納付金賦課額から、それぞれ当該各号のウに

定める額を減額して得た額（当該減額して得た額

が９０，０００円を超える場合には９０，０００

円）の合算額とする。 

第１９条の２ 次の各号に該当する納付義務者に対

して課する保険料の額は、第１４条の４又は第１

５条の５の基礎賦課額から、それぞれ当該各号の

アに定める額を減額して得た額（当該減額して得

た額が５３０，０００円を超える場合には５３

０，０００円）及び第１６条の２の介護納付金賦

課額から、それぞれ当該各号のイに定める額を減

額して得た額（当該減額して得た額が９０，００

０円を超える場合には９０，０００円）の合算額

とする。 

⑴ 世帯主並びに当該年度の保険料賦課期日（賦

課期日後に保険料の納付義務が発生した場合に

⑴ 世帯主及び当該年度の保険料賦課期日（賦課

期日後に保険料の納付義務が発生した場合に
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は、その発生した日とする。）現在においてそ

の世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属

者（法第６条第８号に該当したことにより被保

険者の資格を喪失した者であつて、当該資格を

喪失した日の前日の属する月以後５年を経過す

る月までの間に限り、同日以後継続して同一の

世帯に属する者をいう。以下同じ。）につき、

地方税法第７０３条の５第１項の規定の例によ

り算定した総所得金額及び山林所得金額の合算

額が同法第３１４条の２第２項に規定する金額

を超えない世帯に係る保険料の納付義務者 

は、その発生した日とする。）現在においてそ

の世帯に属する被保険者につき、地方税法第７

０３条の５第１項の規定の例により算定した総

所得金額及び山林所得金額の合算額が同法第３

１４条の２第２項に規定する金額を超えない世

帯に係る保険料の納付義務者 

ア 基礎賦課額に係る被保険者均等割額 被保

険者１人について１７，２８０円 

ア 基礎賦課額に係る被保険者均等割額 被保

険者１人について ２１，０６０円 

イ 後期高齢者支援金等賦課額に係る被保険者

均等割額 被保険者１人について４，８６０

円 

 

ウ 介護納付金賦課額に係る被保険者均等割額

 被保険者１人について６，６６０円 

イ 介護納付金賦課額に係る被保険者均等割額

 被保険者１人について ７，２００円 

⑵ 前号に規定する総所得金額及び山林所得金額

の合算額が、地方税法第３１４条の２第２項に

規定する金額に、地方税法施行令（昭和２５年

政令第２４５号）第５６条の８９第１項に定め

る額に当該年度の保険料賦課期日（賦課期日後

に保険料の納付義務が発生した場合にはその発

生した日とする。）現在においてその世帯に属

する被保険者（当該世帯主を除く。）の数と特

定同一世帯所属者（当該世帯主を除く。）の数

の合計数を乗じて得た額を加算した金額を超え

ない世帯に係る保険料の納付義務者であつて前

号に該当する者以外の者 

⑵ 前号に規定する総所得金額及び山林所得金額

の合算額が、地方税法第３１４条の２第２項に

規定する金額に、地方税法施行令（昭和２５年

政令第２４５号）第５６条の８９第１項に定め

る額に当該年度の保険料賦課期日（賦課期日後

に保険料の納付義務が発生した場合にはその発

生した日とする。）現在においてその世帯に属

する被保険者（当該世帯主を除く。）の数を乗

じて得た額を加算した金額を超えない世帯に係

る保険料の納付義務者であつて前号に該当する

者以外の者 

ア 基礎賦課額に係る被保険者均等割額 被保

険者１人について１１，５２０円 

ア 基礎賦課額に係る被保険者均等割額 被保

険者１人について １４，０４０円 

イ 後期高齢者支援金等賦課額に係る被保険者

均等割額 被保険者１人について３，２４０

円 

 

ウ 介護納付金賦課額に係る被保険者均等割額

 被保険者１人について４，４４０円 

イ 介護納付金賦課額に係る被保険者均等割額

 被保険者１人について ４，８００円 

第２０条～第２２条の２ （略） 第２０条～第２２条の２ （略） 

（徴収猶予） （徴収猶予） 

第２３条 区長は、保険料の納付義務者が次の各号

のいずれかに該当することによりその納付すべき

保険料の全部又は一部を一時に納付することがで

きないと認める場合においては、その申請によつ

て、その納付することができないと認められる金

額を限度として、６月以内の期間を限つて徴収猶

予することができる。 

第２３条 区長は、保険料の納付義務者が次の各号

のいずれかに該当することによりその納付すべき

保険料の全部又は一部を一時に納付することがで

きないと認める場合においては、その申請によつ

て、その納付することができないと認められる金

額を限度として、６ヵ月以内の期間を限つて徴収

猶予することができる。 

⑴ 納付義務者がその資産について震災、風水

害、落雷、火災若しくは、これに類する災害を

受け、又はその資産を盗まれたとき。 

⑴ 納付義務者がその資産について震災、風水

害、落雷、火災若しくは、これに類する災害を

受け、又はその資産を盗まれたとき。 
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⑵ 納付義務者がその事業又は業務を廃止し、若

しくは休止したとき。 

⑵ 納付義務者がその事業又は業務を廃止し、若

しくは休止したとき。 

⑶ 納付義務者がその事業又は業務について甚大

な損害を受けたとき。 

⑶ 納付義務者がその事業又は業務について甚大

な損害を受けたとき。 

⑷ 前各号に掲げる理由に類する理由があると

き。 

⑷ 前各号に掲げる理由に類する理由があると

き。 

２ 前項の申請をしようとする者は、次に掲げる事

項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由

を証明すべき書類を添付して、区長に提出しなけ

ればならない。 

２ 前項の申請をしようとする者は、次に掲げる事

項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由

を証明すべき書類を添付して、区長に提出しなけ

ればならない。 

⑴ 氏名及び住所 ⑴ 氏名及び住所 

⑵ 納期限又は当該保険料の徴収に係る法第７６

条の４において準用する介護保険法第１３５条

第６項の規定による特別徴収対象年金給付（以

下「特別徴収対象年金給付」という。）の支払

に係る月及び保険料の額 

⑵ 納期限及び保険料の額 

⑶ 徴収猶予を必要とする理由 ⑶ 徴収猶予を必要とする理由 

（保険料の減免） （保険料の減免） 

第２４条 区長は、次の各号のいずれかに該当する

者のうち必要があると認められるものに対し、保

険料を減免することができる。 

第２４条 区長は、災害その他特別の事情により生

活が著しく困難となつた者に対し、保険料を減免

することができる。 

⑴ 災害その他特別の事情により生活が著しく困

難となつた者 

 

⑵ 次のいずれにも該当する者（資格取得日の属

する月以後２年を経過する月までの間に限

る。）の属する世帯の納付義務者 

 

ア 被保険者の資格を取得した日において、６

５歳以上である者 

 

イ 被保険者の資格を取得した日の前日におい

て、次のいずれかに該当する者（当該資格を

取得した日において、高齢者医療確保法の規

定による被保険者となつた者に限る。）の被

扶養者であつた者 

 

(ｱ) 健康保険法の規定による被保険者。ただ

し、同法第３条第２項の規定による日雇特

例被保険者を除く。 

 

(ｲ) 船員保険法の規定による被保険者  

(ｳ) 国家公務員共済組合法又は地方公務員等

共済組合法に基づく共済組合の組合員 

 

(ｴ) 私立学校教職員共済法（昭和２８年法律

第２４５号）の規定による私立学校教職員

共済制度の加入者 

 

(ｵ) 健康保険法第１２６条の規定により日雇

特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳

に健康保険印紙をはり付けるべき余白がな

くなるに至るまでの間にある者。ただし、

同法第３条第２項ただし書の規定による承

認を受けて同項の規定による日雇特例被保

険者とならない期間内にある者及び同法第
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１２６条第３項の規定により当該日雇特例

被保険者手帳を返納した者を除く。 

２ 前項の規定により、保険料の減免を受けようと

する者は、納期限前７日までに次に掲げる事項を

記載した申請書に減免を受けようとする理由を証

明する書類を添付して区長に提出しなければなら

ない。 

２ 前項の規定により、保険料の減免を受けようと

する者は、納期限前７日までに次に掲げる事項を

記載した申請書に減免を受けようとする理由を証

明する書類を添付して区長に提出しなければなら

ない。 

⑴ 氏名及び住所 ⑴ 氏名及び住所 

⑵ 納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収

対象年金給付の支払に係る月及び保険料の額 

⑵ 納期限及び保険料の額 

⑶ 減免を受けようとする理由 ⑶ 減免を受けようとする理由 

３ 第１項の規定により、保険料の減免を受けた者

は、その理由が消滅した場合においては、直ちに

その旨を区長に申告しなければならない。 

３ 第１項の規定により、保険料の減免を受けた者

は、その理由が消滅した場合においては、直ちに

その旨を区長に申告しなければならない。 

第２４条の２～第２４条の４ （略） 第２４条の２～第２４条の４ （略） 

第７章・第８章 （略） 第７章・第８章 （略） 

附 則 附 則 

（施行期日） （施行期日） 

第１条 この条例中第２章に関する事項は、公布の

日から、その他の事項は昭和３４年１２月１日か

ら施行する。 

１ この条例中第２章に関する事項は、公布の日か

ら、その他の事項は昭和３４年１２月１日から施

行する。 

 （条例の施行に伴う経過規定） 

 ２ 昭和３４年度に限り、次の表の左欄に掲げる条

文のうち、中欄に掲げる事項は、右欄のとおり読

み替えて、これを適用するものとする。 

 
 

左欄 中欄 右欄 

第１４条 所得割額及び

被保険者均等

割額の合算額

 ５０，００

０円 

所得割額及び被

保険者均等割額

の合算額の１２

分の４ １６，

６６６円 

第１７条 ４月１日 １２月１日  

 ３ 昭和３８年度に限り、第１６条第２号中「６０

０円」とあるのは「５００円」と読み替えて適用

する。 

（延滞金の割合の特例）  

第２条 当分の間、第２２条第１項に規定する延滞

金の年７．３パーセントの割合は、同項の規定に

かかわらず、各年の特例基準割合（各年の前年の

１１月３０日を経過する時における日本銀行法

（平成９年法律第８９号）第１５条第１項第１号

の規定により定められる商業手形の基準割引率に

年４パーセントの割合を加算した割合をいう。）

が年７．３パーセントの割合に満たない場合に

は、その年中においては、当該特例基準割合（当

該割合に０．１パーセント未満の端数があるとき

は、これを切り捨てる。）とする。 

 

（公的年金等所得に係る保険料の減額の特例） （保険料の減額の特例） 
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第３条 当分の間、世帯主又はその世帯に属する被

保険者若しくは特定同一世帯所属者が、前年中に

所得税法第３５条第３項に規定する公的年金等に

係る所得について同条第４項に規定する公的年金

等控除額（年齢６５歳以上である者に係るものに

限る。）の控除を受けた場合における第１９条の

２の規定の適用については、同条第１号中「地方

税法第７０３条の５第１項の規定の例により算定

した総所得金額」とあるのは「地方税法第７０３

条の５第１項の規定の例により算定した総所得金

額（所得税法第３５条第３項に規定する公的年金

等に係る所得については、同条第２項第１号の規

定によつて計算した金額から１５０，０００円を

控除した金額）」と、「同法」とあるのは「地方

税法」とする。 

４ 当分の間、世帯主又はその世帯に属する国民健

康保険の被保険者が、前年中に所得税法第３５条

第３項に規定する公的年金等に係る所得（以下

「公的年金等所得」という。）について同条第４

項に規定する公的年金等控除額（年齢６５歳以上

である者に係るものに限る。以下「特定公的年金

等控除額」という。）の控除を受けた場合におけ

る第１９条の２の規定の適用については、同条第

１号中「地方税法第７０３条の５第１項の規定の

例により算定した総所得金額」とあるのは「地方

税法第７０３条の５第１項の規定の例により算定

した総所得金額（所得税法第３５条第３項に規定

する公的年金等に係る所得については、同条第２

項第１号の規定によつて計算した金額から１５

０，０００円を控除した金額）」と、「同法」と

あるのは「地方税法」とする。 

（土地の譲渡等に係る事業所得等に係る保険料の

減額の特例） 

 

第４条 世帯主又はその世帯に属する被保険者若し

くは特定同一世帯所属者が地方税法附則第３３条

の３第５項の事業所得又は雑所得を有する場合に

おける第１９条の２の規定の適用については、同

条第１号中「及び山林所得金額」とあるのは「及

び山林所得金額並びに同法附則第３３条の３第５

項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」

と、同条第２号中「及び山林所得金額」とあるの

は「及び山林所得金額並びに地方税法附則第３３

条の３第５項に規定する土地等に係る事業所得等

の金額」と、「地方税法第３１４条の２第２項」

とあるのは「同法第３１４条の２第２項」とす

る。 

 

（長期譲渡所得等に係る保険料の減額の特例）  

第５条 世帯主又はその世帯に属する被保険者若し

くは特定同一世帯所属者が地方税法附則第３４条

第４項の譲渡所得を有する場合における第１９条

の２の規定の適用については、同条第１号中「及

び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額

並びに同法附則第３４条第４項に規定する長期譲

渡所得の金額」と、同条第２号中「及び山林所得

金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに地方

税法附則第３４条第４項に規定する長期譲渡所得

の金額」と、「地方税法第３１４条の２第２項」

とあるのは「同法第３１４条の２第２項」とす

る。 

５ 世帯主又はその世帯に属する被保険者が地方税

法附則第３４条第４項の譲渡所得を有する場合に

おける第１９条の２の規定の適用については、同

条第１号中「及び山林所得金額」とあるのは「及

び山林所得金額並びに同法附則第３４条第４項に

規定する長期譲渡所得の金額」と、同条第２号中

「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得

金額並びに地方税法附則第３４条第４項に規定す

る長期譲渡所得の金額」と、「地方税法第３１４

条の２第２項」とあるのは「同法第３１４条の２

第２項」とする。 

２ 前項の規定は、世帯主又はその世帯に属する被

保険者若しくは特定同一世帯所属者が地方税法附

則第３５条第５項の譲渡所得を有する場合につい

て準用する。この場合において、前項中「附則第

３４条第４項に規定する長期譲渡所得の金額」と

６ 前項の規定は、世帯主又はその世帯に属する被

保険者が地方税法附則第３５条第５項の譲渡所得

を有する場合について準用する。この場合におい

て前項中「附則第３４条第４項に規定する長期譲

渡所得の金額」とあるのは「附則第３５条第５項
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あるのは、「附則第３５条第５項に規定する短期

譲渡所得の金額」と読み替えるものとする。 

に規定する短期譲渡所得の金額」と読み替えるも

のとする。 

（株式等に係る譲渡所得等に係る保険料の減額の

特例） 

 

第６条 世帯主又はその世帯に属する被保険者若し

くは特定同一世帯所属者が地方税法附則第３５条

の２第６項の株式等に係る譲渡所得等を有する場

合における第１９条の２の規定の適用について

は、同条第１号中「及び山林所得金額」とあるの

は「及び山林所得金額並びに同法附則第３５条の

２第６項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金

額」と、同条第２号中「及び山林所得金額」とあ

るのは「及び山林所得金額並びに地方税法附則第

３５条の２第６項に規定する株式等に係る譲渡所

得等の金額」と、「地方税法第３１４条の２第２

項」とあるのは「同法第３１４条の２第２項」と

する。 

７ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被

保険者が地方税法附則第３５条の２第６項の株式

等に係る譲渡所得等を有する場合における第１９

条の２の規定の適用については、同条第１号中

「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得

金額並びに同法附則第３５条の２第６項に規定す

る株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同条第２

号中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林

所得金額並びに地方税法附則第３５条の２第６項

に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」と、

「地方税法第３１４条の２第２項」とあるのは

「同法第３１４条の２第２項」とする。 

２ 地方税法附則第３５条の２の６第７項の規定の

適用がある場合における前項の規定の適用につい

ては、同項中「株式等に係る譲渡所得等の金額」

とあるのは、「株式等に係る譲渡所得等の金額

（同法附則第３５条の２の６第７項の規定の適用

がある場合には、その適用後の金額）」とする。

８ 地方税法附則第３５条の２の６第７項の規定の

適用がある場合における前項の規定の適用につい

ては、同項中「株式等に係る譲渡所得等の金額」

とあるのは、「株式等に係る譲渡所得等の金額

（同法附則第３５条の２の６第７項の規定の適用

がある場合には、その適用後の金額）」とする。

３ 地方税法附則第３５条の３第１３項の規定の適

用がある場合における第１項の規定の適用につい

ては、同項中「株式等に係る譲渡所得等の金額」

とあるのは、「株式等に係る譲渡所得等の金額

（同法附則第３５条の３第１３項の規定の適用が

ある場合には、その適用後の金額）」とする。 

９ 地方税法附則第３５条の３第１３項の規定の適

用がある場合における第７項の規定の適用につい

ては、同項中「株式等に係る譲渡所得等の金額」

とあるのは、「株式等に係る譲渡所得等の金額

（同法附則第３５条の３第１３項の規定の適用が

ある場合には、その適用後の金額）」とする。 

 １０ 世帯主又はその世帯に属する被保険者が地方

税法附則第３３条の３第５項の事業所得又は雑所

得を有する場合における第１９条の２の規定の適

用については、同条第１号中「及び山林所得金

額」とあるのは「及び山林所得金額並びに同法附

則第３３条の３第５項に規定する土地等に係る事

業所得等の金額」と、同条第２号中「及び山林所

得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに地

方税法附則第３３条の３第５項に規定する土地等

に係る事業所得等の金額」と、「地方税法第３１

４条の２第２項」とあるのは「同法第３１４条の

２第２項」とする。 

（先物取引に係る雑所得等に係る保険料の減額の

特例） 

 

第７条 世帯主又はその世帯に属する被保険者若し

くは特定同一世帯所属者が地方税法附則第３５条

の４第４項の先物取引に係る事業所得又は雑所得

を有する場合における第１９条の２の規定の適用

については、同条第１号中「及び山林所得金額」

とあるのは「及び山林所得金額並びに同法附則第

１１ 世帯主又はその世帯に属する被保険者が地方

税法附則第３５条の４第４項の先物取引に係る事

業所得又は雑所得を有する場合における第１９条

の２の規定の適用については、同条第１号中「及

び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額

並びに同法附則第３５条の４第４項に規定する先
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３５条の４第４項に規定する先物取引に係る雑所

得等の金額」と、同条第２号中「及び山林所得金

額」とあるのは「及び山林所得金額並びに地方税

法附則第３５条の４第４項に規定する先物取引に

係る雑所得等の金額」と、「地方税法第３１４条

の２第２項」とあるのは「同法第３１４条の２第

２項」とする。 

物取引に係る雑所得等の金額」と、同条第２号中

「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得

金額並びに地方税法附則第３５条の４第４項に規

定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、「地

方税法第３１４条の２第２項」とあるのは「同法

第３１４条の２第２項」とする。 

２ 地方税法附則第３５条の４の２第７項の規定の

適用がある場合における前項の規定の適用につい

ては、同項中「先物取引に係る雑所得等の金額」

とあるのは、「先物取引に係る雑所得等の金額

（同法附則第３５条の４の２第７項の規定の適用

がある場合には、その適用後の金額）」とする。

１２ 地方税法附則第３５条の４の２第７項の規定

の適用がある場合における前項の規定の適用につ

いては、同項中「先物取引に係る雑所得等の金

額」とあるのは、「先物取引に係る雑所得等の金

額（同法附則第３５条の４の２第７項の規定の適

用がある場合には、その適用後の金額）」とす

る。 

 （平成１０年度分の保険料に関する特例） 

 １３ 平成１０年度分の保険料に限り、第１６条第

１号中「１００分の１６２」とあるのは「１００

分の１８７」と読み替えて適用する。 

 （延滞金の割合の特例） 

 １４ 当分の間、第２２条第１項に規定する延滞金

の年７．３パーセントの割合は、同項の規定にか

かわらず、各年の特例基準割合（各年の前年の１

１月３０日を経過する時における日本銀行法（平

成９年法律第８９号）第１５条第１項第１号の規

定により定められる商業手形の基準割引率に年４

パーセントの割合を加算した割合をいう。）が年

７．３パーセントの割合に満たない場合には、そ

の年中においては、当該特例基準割合（当該割合

に０．１パーセント未満の端数があるときは、こ

れを切り捨てる。）とする。 

 （平成１８年度における一般被保険者に係る基礎

賦課総額の特例） 

 １５ 平成１８年度における第１４条の３の規定の

適用については、同条第１号中「、入院時食事療

養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費」と

あるのは「、健康保険法等の一部を改正する法律

（平成１８年法律第８３号）第１１条の規定によ

る改正前の法（以下「平成１８年改正前国保法」

という。）第５２条の規定による入院時食事療養

費、平成１８年改正前国保法第５３条の規定によ

る特定療養費」と、「保健事業に要する費用の

額」とあるのは「保健事業に要する費用の額、平

成１８年改正前国保法附則第１７項の規定による

拠出金の２分の１に相当する額」と、「に係る入

院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用

療養費」とあるのは「に係る平成１８年改正前国

保法第５２条の規定による入院時食事療養費、平

成１８年改正前国保法第５３条の規定による特定

療養費」と、同条第２号中「その他」とあるのは
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「、平成１８年改正前国保法附則第１６項の規定

による交付金その他」とする。 

 （平成１９年度から平成２１年度までの各年度に

おける一般被保険者に係る基礎賦課総額の特例）

 １６ 平成１９年度から平成２１年度までの各年度

における第１４条の３の規定の適用については、

同条第１号中「保健事業に要する費用の額」とあ

るのは「保健事業に要する費用の額、法附則第１

６項第１号に掲げる交付金を交付する事業に係る

法附則第１７項の規定による拠出金に相当する額

及び法附則第１６項第２号に掲げる交付金を交付

する事業に係る法附則第１７項の規定による拠出

金の２分の１に相当する額」と、同条第２号中

「その他」とあるのは「、法附則第１６項の規定

による交付金その他」とする。 

 （平成１８年度における公的年金等所得に係る保

険料の減額賦課の特例） 

 １７ 平成１８年度分の保険料の賦課に限り、世帯

主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者

が、平成１７年中に公的年金等所得について特定

公的年金等控除額の控除を受けた場合であつて、

平成１６年中に公的年金等所得について所得税法

等の一部を改正する法律（平成１６年法律第１４

号）第１条の規定による改正前の所得税法第３５

条第４項に規定する公的年金等控除額（年齢６５

歳以上である者に係るものに限る。以下「旧所得

税法による特定公的年金等控除額」という。）の

控除を受けたときにおける第１９条の２の規定の

適用については、附則第４項の規定にかかわら

ず、同条第１号中「地方税法第７０３条の５第１

項の規定の例により算定した総所得金額」とある

のは「地方税法第７０３条の５第１項の規定の例

により算定した総所得金額（所得税法第３５条第

３項に規定する公的年金等に係る所得について

は、同条第２項第１号の規定によつて計算した金

額から２８０，０００円を控除した金額）」と、

「同法」とあるのは「地方税法」とする。 

 （平成１９年度における公的年金等所得に係る保

険料の減額賦課の特例） 

 １８ 平成１９年度分の保険料の賦課に限り、世帯

主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者

が、平成１８年中に公的年金等所得について特定

公的年金等控除額の控除を受けた場合であつて、

平成１６年中に公的年金等所得について旧所得税

法による特定公的年金等控除額の控除を受けたと

きにおける第１９条の２の規定の適用について

は、附則第４項の規定にかかわらず、同条第１号

中「地方税法第７０３条の５第１項の規定の例に

より算定した総所得金額」とあるのは「地方税法
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第７０３条の５第１項の規定の例により算定した

総所得金額（所得税法第３５条第３項に規定する

公的年金等に係る所得については、同条第２項第

１号の規定によつて計算した金額から２２０，０

００円を控除した金額）」と、「同法」とあるの

は「地方税法」とする。 

 （平成１８年度における保険料に係る所得割額の

算定の特例） 

 １９ 平成１８年度分の保険料の賦課に限り、世帯

主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者

が、平成１７年中に公的年金等所得について特定

公的年金等控除額の控除を受けた場合であつて、

平成１６年中に公的年金等所得について旧所得税

法による特定公的年金等控除額の控除を受けたと

き（当該世帯主又はその世帯に属する国民健康保

険の被保険者に係る当該年度分の都道府県民税又

は市町村民税（特別区民税を含む。以下同じ。）

の所得割について地方税法等の一部を改正する法

律（平成１７年法律第５号。以下「平成１７年地

方税法改正法」という。）附則第２条第３項又は

第６条第３項の規定の適用がある場合を除く。）

における第１５条の規定の適用については、同条

第１項中「除く。）」とあるのは「除く。）から

６，０００円（所得税法第３５条第３項に規定す

る公的年金等に係る所得が２００，０００円に満

たない場合には、当該公的年金等に係る所得の１

００分の３に相当する額）を控除（当該都民税及

び特別区民税に係る所得割の額に相当する金額を

限度とする。）した額」と、同条第３項中「除

く。）」とあるのは「除く。）から６，０００円

（所得税法第３５条第３項に規定する公的年金等

に係る所得が２００，０００円に満たない場合に

は、当該公的年金等に係る所得の１００分の３に

相当する額）を控除（当該都道府県民税及び市町

村民税に係る所得割の額を東京都都税条例及び中

野区特別区税条例に定める算定方法によつて算定

し直した額に相当する金額を限度とする。）した

額」とする。 

 ２０ 平成１８年度分の保険料の賦課に限り、世帯

主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者

が、平成１６年１２月３１日現在において年齢６

５歳以上の者で、同年及び平成１７年の各年の地

方税法第２９２条第１項第１３号に規定する合計

所得金額（附則第２２項において「合計所得金

額」という。）が１０，０００，０００円以下で

あるものである場合（当該世帯主又はその世帯に

属する国民健康保険の被保険者に係る当該年度分

の都道府県民税又は市町村民税の所得割について

平成１７年地方税法改正法附則第２条第３項又は
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第６条第３項の規定の適用がある場合を除く。）

における第１５条の規定の適用については、同条

第１項中「除く。）」とあるのは「除く。）から

１５，０００円を控除（当該都民税及び特別区民

税に係る所得割の額に相当する金額を限度とす

る。）した額」と、同条第３項中「除く。）」と

あるのは「除く。）から１５，０００円を控除

（当該都道府県民税及び市町村民税に係る所得割

の額を東京都都税条例及び中野区特別区税条例に

定める算定方法によつて算定し直した額に相当す

る金額を限度とする。）した額」とする。 

 （平成１９年度における保険料に係る所得割額の

算定の特例） 

 ２１ 平成１９年度分の保険料の賦課に限り、世帯

主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者

が、平成１８年中に公的年金等所得について特定

公的年金等控除額の控除を受けた場合であつて、

平成１６年中に公的年金等所得について旧所得税

法による特定公的年金等控除額の控除を受けたと

き（当該世帯主又はその世帯に属する国民健康保

険の被保険者に係る当該年度分の都道府県民税又

は市町村民税の所得割について平成１７年地方税

法改正法附則第２条第５項又は第６条第５項の規

定の適用がある場合を除く。）における第１５条

の規定の適用については、同条第１項中「除

く。）」とあるのは「除く。）から７，０００円

（所得税法第３５条第３項に規定する公的年金等

に係る所得が２００，０００円に満たない場合に

は、当該公的年金等に係る所得の１００分の３．

５に相当する額）を控除（当該都民税及び特別区

民税に係る所得割の額に相当する金額を限度とす

る。）した額」と、同条第３項中「除く。）」と

あるのは「除く。）から７，０００円（所得税法

第３５条第３項に規定する公的年金等に係る所得

が２００，０００円に満たない場合には、当該公

的年金等に係る所得の１００分の３．５に相当す

る額）を控除（当該都道府県民税及び市町村民税

に係る所得割の額を東京都都税条例及び中野区特

別区税条例に定める算定方法によつて算定し直し

た額に相当する金額を限度とする。）した額」と

する。 

 ２２ 平成１９年度分の保険料の賦課に限り、世帯

主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者

が、平成１６年１２月３１日現在において年齢６

５歳以上の者で、同年及び平成１８年の各年の合

計所得金額が１０，０００，０００円以下である

ものである場合（当該世帯主又はその世帯に属す

る国民健康保険の被保険者に係る当該年度分の都

道府県民税又は市町村民税の所得割について平成
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１７年地方税法改正法附則第２条第５項又は第６

条第５項の規定の適用がある場合を除く。）にお

ける第１５条の規定の適用については、同条第１

項中「除く。）」とあるのは「除く。）から１

６，０００円を控除（当該都民税及び特別区民税

に係る所得割の額に相当する金額を限度とす

る。）した額」と、同条第３項中「除く。）」と

あるのは「除く。）から１６，０００円を控除

（当該都道府県民税及び市町村民税に係る所得割

の額を東京都都税条例及び中野区特別区税条例に

定める算定方法によつて算定し直した額に相当す

る金額を限度とする。）した額」とする。 

 ２３ 平成１９年度分の保険料の賦課に限り、世帯

主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者

が、当該年度分の特別区民税又は市町村民税に係

る地方税法第３１４条の３第２項に規定する課税

総所得金額が７００万円以下である者である場合

における第１５条の規定の適用については、同条

第１項中「除く。）」とあるのは「除く。）から

５０，０００円（当該特別区民税に係る地方税法

第３１４条の３第２項に規定する課税総所得金額

が２００万円に満たない場合は、当該課税総所得

金額の１００分の２．５に相当する額）を控除

（当該都民税及び特別区民税に係る所得割の額に

相当する金額を限度とする。）した額」と、同条

第３項中「除く。）」とあるのは「除く。）から

５０，０００円（当該市町村民税に係る地方税法

第３１４条の３第２項に規定する課税総所得金額

が２００万円に満たない場合は、当該課税総所得

金額の１００分の２．５に相当する額）を控除

（当該都道府県民税及び市町村民税に係る所得割

の額を東京都税条例及び中野区特別区税条例に定

める算定方法によつて算定し直した額に相当する

金額を限度とする。）した額」とする。 

（条約適用利子等に係る利子所得等に係る保険料

の減額の特例） 

（条約適用利子等に係る利子所得等に係る保険料

の減額の特例） 

第８条 世帯主又はその世帯に属する被保険者若し

くは特定同一世帯所属者が租税条約の実施に伴う

所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関す

る法律（昭和４４年法律第４６号。以下「租税条

約実施特例法」という。）第３条の２の２第１０

項の条約適用利子等に係る利子所得、配当所得、

譲渡所得、一時所得及び雑所得を有する場合にお

ける第１９条の２の規定の適用については、同条

第１号中「及び山林所得金額」とあるのは「及び

山林所得金額並びに租税条約の実施に伴う所得税

法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律

（昭和４４年法律第４６号）第３条の２の２第１

０項に規定する条約適用利子等の額」と、「同

２４ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の

被保険者が租税条約の実施に伴う所得税法、法人

税法及び地方税法の特例等に関する法律（昭和４

４年法律第４６号。以下「租税条約実施特例法」

という。）第３条の２の２第１０項の条約適用利

子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時

所得及び雑所得を有する場合における第１９条の

２の規定の適用については、同条第１号中「及び

山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並

びに租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及

び地方税法の特例等に関する法律（昭和４４年法

律第４６号）第３条の２の２第１０項に規定する

条約適用利子等の額」と、「同法」とあるのは
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法」とあるのは「地方税法」と、同条第２号中

「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得

金額並びに租税条約の実施に伴う所得税法、法人

税法及び地方税法の特例等に関する法律第３条の

２の２第１０項に規定する条約適用利子等の額」

とする。 

「地方税法」と、同条第２号中「及び山林所得金

額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条

約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法

の特例等に関する法律第３条の２の２第１０項に

規定する条約適用利子等の額」とする。 

（条約適用配当等に係る配当所得に係る保険料の

減額の特例） 

（条約適用配当等に係る配当所得に係る保険料の

減額の特例） 

第９条 世帯主又はその世帯に属する被保険者若し

くは特定同一世帯所属者が租税条約実施特例法第

３条の２の２第１２項の条約適用配当等に係る配

当所得を有する場合における第１９条の２の規定

の適用については、同条第１号中「及び山林所得

金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税

条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税

法の特例等に関する法律（昭和４４年法律第４６

号）第３条の２の２第１２項に規定する条約適用

配当等の額」と、「同法」とあるのは「地方税

法」と、同条第２号中「及び山林所得金額」とあ

るのは「及び山林所得金額並びに租税条約の実施

に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等

に関する法律第３条の２の２第１２項に規定する

条約適用配当等の額」とする。 

２５ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の

被保険者が租税条約実施特例法第３条の２の２第

１２項の条約適用配当等に係る配当所得を有する

場合における第１９条の２の規定の適用について

は、同条第１号中「及び山林所得金額」とあるの

は「及び山林所得金額並びに租税条約の実施に伴

う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関

する法律（昭和４４年法律第４６号）第３条の２

の２第１２項に規定する条約適用配当等の額」

と、「同法」とあるのは「地方税法」と、同条第

２号中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山

林所得金額並びに租税条約の実施に伴う所得税

法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律

第３条の２の２第１２項に規定する条約適用配当

等の額」とする。 

（平成２０年度及び平成２１年度における一般被

保険者に係る基礎賦課総額の特例） 

 

第１０条 平成２０年度及び平成２１年度における

第１４条の３の規定の適用については、同条第１

号中「保健事業に要する費用の額」とあるのは

「保健事業に要する費用の額、法附則第２６条第

１項第１号に掲げる交付金を交付する事業に係る

同条第２項の規定による拠出金に相当する額及び

同条第１項第２号に掲げる交付金を交付する事業

に係る同条第２項の規定による拠出金の２分の１

に相当する額」と、同条第２号中「その他」とあ

るのは「、法附則第２６条第１項の規定による交

付金その他」とする。 

 

（平成２０年度における保険料に係る所得割額の

算定の特例） 

 

第１１条 平成２０年度分の保険料の賦課に限り、

世帯主又はその世帯に属する被保険者が、当該年

度分の特別区民税又は市町村民税に係る地方税法

第３１４条の３第２項に規定する課税総所得金額

が７，０００，０００円以下である者である場合

における第１５条の規定の適用については、同条

第１項中「除く。）」とあるのは「除く。）から

５０，０００円（当該特別区民税に係る地方税法

第３１４条の３第２項に規定する課税総所得金額

が２，０００，０００円に満たない場合は、当該

課税総所得金額の１００分の２．５に相当する
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額）を控除（当該都民税及び特別区民税に係る所

得割の額に相当する金額を限度とする。）した

額」と、同条第３項中「除く。）」とあるのは

「除く。）から５０，０００円（当該市町村民税

に係る地方税法第３１４条の３第２項に規定する

課税総所得金額が２，０００，０００円に満たな

い場合は、当該課税総所得金額の１００分の２．

５に相当する額）を控除（当該都道府県民税及び

市町村民税に係る所得割の額を東京都税条例及び

中野区特別区税条例に定める算定方法によつて算

定し直した額に相当する金額を限度とする。）し

た額」とする。 

  

附 則  

（施行期日）  

１ この条例は、平成２０年４月１日から施行す

る。 

 

（経過措置）  

２ この条例の施行の日前に行われた診療、薬剤の

支給又は訪問看護に係る改正前の中野区国民健康

保険条例の規定による保険給付については、それ

ぞれなお従前の例による。 

 

３ 改正後の第１４条の２、第１４条の３、第１５

条の４第１項、第１５条の８から第１６条まで、

第１６条の４第１項、第１６条の６、第１９条及

び第１９条の２の規定は、平成２０年度分の保険

料から適用し、平成１９年度分までの保険料につ

いては、なお従前の例による。 

 

４ 改正前の附則第１５項、第１７項、第１９項及

び第２０項の規定は、平成１８年度分の保険料に

ついては、なおその効力を有する。 

 

５ 改正前の附則第１６項、第１８項及び第２１項

から第２３項までの規定は、平成１９年度分の保

険料については、なおその効力を有する。 
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中野区国民健康保険条例の一部改正について 
 

１．改正理由 
平成２０年度からの医療制度改革に適切に対応するための保険料率等の改

正及び国民健康保険法、同施行令の改正等に伴い関連条文を改正する。 
 
２．改正内容 
（１）保険給付の種類、療養の給付に係る一部負担金の負担割合及び保健事業の

内容の変更 
① 保険給付に高額介護合算療養費の支給を加える。（第５条、第９条の１０） 
② 療養の給付に係る一部負担金の負担割合の改正 

７０歳に達する日の属する月の翌月以降である場合 １００分の１０ 
を１００分の２０とする。（第７条） 

③ 保健事業の内容の変更 
高齢者の医療の確保に関する法律第２０条の規定による特定健康診査 

及び同法第２４条の規定による特定保健指導の実施に伴い、保健事業の

事業内容を改正する。（第１３条） 
（２）保険料の賦課額の改正 

保険料の賦課額に後期高齢者支援金等賦課額を加えるとともに、その基 
準（賦課総額、賦課額、所得割及び均等割額の算定、保険料率、賦課限度

額）を規定する。（第１４条の２、第１５条の９～第１５条の１６、第１６

条の６、第１９条） 
所得割 １００分の２７とする。 
均等割額 ８，１００円とする。 
賦課割合 所得割５９：均等割４１とする。 
賦課限度額 １２０，０００円とする。 

（３）保険料率及び基礎賦課限度額の改正 
① 一般被保険者に係る基礎賦課額の保険料率 （第１５条の４、同条の８） 

所得割 １００分の１２４を１００分の９０とする。 
均等割額 ３５，１００円を２８，８００円とする。 
賦課割合 所得割６０：均等割４０を５９：４１とする。 
賦課限度額 ５３０，０００円を４７０，０００円とする。 

② 介護納付金賦課額の保険料率の改正（第１６条の４） 
所得割 １００分の２３を１００分の２１とする。 
均等割額 １２，０００円を１１，１００円とする。 

（４）保険料の減額の基準及び額の改定 
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① 保険料の減額の基準の改正（第１９条の２、附則第３条～第９条） 
保険料の減額の判定に係る世帯の所得の算定に当たり、特定同一世帯 

所属者（後期高齢者医療の被保険者に該当するため、国民健康保険の被

保険者の資格を喪失した者であって、その資格喪失日から５年を経過す

るまでの間に限り継続して同一の世帯に属する者）の所得を含める旨を

規定する。 
② 均等割額の改正に伴う保険料の減額の額の改定（第１９条の２） 

ア．基礎賦課額 
第１号該当の基礎賦課額に係る均等割額 
２１，０６０円を１７，２８０円とする。 

第２号該当の基礎賦課額に係る均等割額 
１４，０４０円を１１，５２０円とする。 

イ．後期高齢者支援金等賦課額 
第１号該当の後期高齢者支援金等賦課額に係る均等割額 
４，８６０円とする 

第２号該当の後期高齢者支援金等賦課額に係る均等割額 
３，２４０円とする。 

ウ．介護納付金賦課額 
第１号該当の介護納付金賦課額に係る均等割額 
７，２００円を６，６６０円とする。 

第２号該当の介護納付金賦課額に係る均等割額 
４，８００円を４，４４０円とする。 

（５）保険料の減免の対象者の改正（第２４条） 
後期高齢者医療制度の開始に伴い、新たに保険料が発生する旧健康保険被

扶養者である前期高齢者を保険料の減免の対象に加える。（資格取得日の属す

る月以降２年を経過するまでの間に限る。） 
（６）被保険者としない者のうち、老人福祉法に規定する養護老人ホーム又は特

別養護老人ホームに入所している低所得者の規定を削除する。（第４条の２） 
（７）税制改正に伴う保険料の激変を緩和するための保険料に係る経過措置の適

用期間を延長する。（現行の附則第２３項→改正後の附則第１１条関係） 
（８）その他国民健康保険法等の一部改正等に伴う規定の整備（第１０条、第１

１条、第１２条、第１４条の３、第１５条の７、第１６条、第１７条、第１

８条、同条の２、第２３条、第２４条、附則） 
 

３．施行時期 
平成２０年４月１日 



基礎保険料率に係る基礎数値 （特別区）

2,617 千人 2,976 千人 △359 千人

4,561 億円 3,499 億円 1,062 億円

11 億円 11 億円

△1,197 億円 △1,197 億円

134 億円 1,602 億円 △1,468 億円

△17 億円 △185 億円 168 億円

993 億円 993 億円

4,485 億円 4,916 億円 △431 億円

50 ％ 50 ％

2,243 億円 2,458 億円 △215 億円

36,900 円 35,100 円 1,800 円

59 万円 53 万円 6 万円

85,900 円 82,596 円 3,304 円

介護納付金賦課額分に係る基礎数値　(中野区）

a

b

c = a×b

d

e = c×d

f

g

h

I = b×0.5

j

　           　　政令で定められている。

保険料率算出に係る基礎数値

世帯限度額

△2/ 100

11,100 円

所得割料率

57：43

健診・指導費

区ごとに設定

12,000 円 △900 円 ２３区共通基準

23 / 100

50 50 ％

百万円

％

備　考増減

同数人

２０年度（案）

124/100

36,000

１９年度

117/100

人36,000

　賦課率 同率

ポイント改善なし

△7/100

均等割額
（※20年度は、支援金分との合算額）

第２号被保険者数

一般分（若人）保険者負担分

57：43

　賦課限度額
（※20年度は、支援金分との合算額）

　１人当たり保険料
（※20年度は、支援金分との合算額）

保
険
料
率

所得割料率
（※20年度は、支援金分との合算数値）

　賦課総額

　賦課割合
（所得割：均等割）

円△3300
国基準－精算額

百万円

百万円

47,300

百万円百万円

同率

△119 百万円

円 円

円 23,650 円

△58

円

90,000

50 ： 50 同率 区ごとに設定

50,200円－(6,200円 18年度
分精算額)

２３区共通基準

賦課割合
（所得割：均等割）

賦課率

一人あたり納付金

賦課総額

特　別　区

老人保健医療費拠出金
（※２０年度は、２０年３月分のみ）

療養給付費交付金　（老健分）
（※２０年度は、２０年３月分のみ）

増減２０年度（案） １９年度区分年度

一般被保険者数

保
険
者
負
担
分
医
療
費

一人あたり保険料

介護納付金

　　　　　※ 国保料の賦課限度額は、医療分・介護分ともに限度額超過世帯が全世帯の五％台となることを目安に

均等割額

1,703

793

50 ： 50

851

国基準

円44,000

1,584

同額

21 / 100

22,000

90,000

△1,650 円

ー

ー

後期高齢者支援金分

計（医療費＋支援金分）

ー

前期高齢者交付金
（※納付金との相殺後の金額）
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中野区国民健康保険の保険料率等の改定内容について

区  分 内  容

 所  得  割 △34/100

 均  等  割 28,800        円 35,100        円 △6,300 円

 賦課割合
(所得割：均等割)

 賦課限度額 470,000      円 530,000      円 △60,000 円

 所  得  割

 均  等  割 8,100         円 　　　　ー

 賦課割合
(所得割：均等割)

 賦課限度額 120,000      円 　　　　ー

 所  得  割

 均  等  割 11,100        円 12,000        円 △900 円

 賦課割合
(所得割：均等割)

 賦課限度額 90,000        円 90,000        円

50 ： 50 50 ： 50 同率

同額

60 ：40 

２０年度（案） １９年度 増　減

124/100

１ポイント 改善

90/100

59 ： 41 

21/100

27/100

59 ： 41 

保険料率

介護納付金賦
課額の料率等

 介護分

項  目

基礎賦課額の
料率等

後期高齢者支
援金等賦課額

の料率等

 医療分

後期高
齢者支
援金分

 ※２０年度創設

23/100

　　　　ー

　　　　ー

△2/100
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※２０年度は、医療分と支援金分を合算した額

　　保険料率等比較 平成２０年度 平成１９年度 比較
　　　　　所得割料率 117/100 124/100 △7/100
　　　　　均等割額 36,900 円 35,100 円 1,800 円
　　　　　賦課限度額 590,000 円 530,000 円 60,000 円

１．給与所得者の場合

区分 増減額 増減率

７割減額世帯 (給与所得) 円 円 円

９８万円 （33万円） 540 5.1%

１００万円 （35万円） 1,800 5.1%

２００万円 （122万円） -1,971 -2.1%

３００万円 （192万円） -5,889 -3.8%

５００万円 （346万円） -12,066 -4.0%

７００万円 （510万円） -18,091 -3.8%

８００万円 （600万円） 21,100 4.0%

７割減額世帯 (給与所得) 円 円

９８万円 （33万円） 1,080 5.1%

５割減額世帯

１００万円 （35万円）

２００万円 （122万円） 2,952 3.7%

３００万円 （192万円） -966 -0.7%

５００万円 （346万円） -10,020 -3.6%

７００万円 （510万円） -12,718 -2.8%

８００万円 （600万円） 4,900 0.9%

２．年金所得者（６５歳以上）の場合

区分 増減額 増減率

７割減額世帯 (年金所得) 円 円 円

９８万円 （０万円） 540 5.1%

７割減額世帯

１００万円 （０万円） 540 5.1%

２００万円 （８０万円） 16,296 28.5%

３００万円 （180万円） 21,794 16.4%

５００万円 （347万円） 17,536 6.0%

７００万円 （517万円） 9,535 2.0%

８００万円 （605万円） 40,450 7.6%

７割減額世帯 (年金所得) 円 円

９８万円 （0万円） 1,080 5.1%
7割減額世帯

１００万円 （0万円） 1,080 5.1%

２００万円 （８０万円） 3,600 5.1%

３００万円 （180万円） 25,878 19.4%

５００万円 （347万円） 19,021 6.6%

７００万円 （517万円） 12,370 2.6%

８００万円 （605万円） 39,550 7.5%

    平成２０年度特別区国民健康保険 （医療分）収入階層別保険料の比較

80,647

140,725

21,060

11,070 10,530

22,140

301,452

478,648

１
人
世
帯

　　　　　　　             年度
給与収入階層 平成２０年度 (案) 平成１９年度

36,900 35,100

460,557

【前年度との比較】

92,153

148,313

94,124

154,202

２
人
世
帯

534,900

　　　　　　　             年度
年金収入階層

２
人
世
帯

１
人
世
帯

平成２０年度 (案)

11,070

569,550

309,321

159,473

551,100

478,400

530,000

289,386

441,882

83,599

139,759

530,000

270,360

36,900

円

35,100

454,600

280,380

11,070

73,375

486,810

22,140

22,140

73,800

154,544

310,680

487,935

570,450

474,440

293,144

530,000

1,800 5.1%

530,000

平成１９年度

10,530

10,530

57,079

132,750

参考(給与所得＝給与収入－給与所得控除)

参考(年金所得＝年金収入－年金所得控除)

21,060

21,060

70,200

円

133,595

290,300
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中野区国民健康保険の保険料減額の改定内容について

保険料の減額（均等割の減額）

区  分 内  容

17,280        円 21,060        円 △ 3,780 円

(20,160) (24,570) （△4,410）

4,860         円 ー

(5,670) ー

6,660         円 7,200         円 △540 円

(7,770) (8,400) （△630）

11,520        円 14,040        円 △ 2,520 円

(14,400) (17,550) （△3,150）

3,240         円 ー

(4,050) ー

4,440         円 4,800         円 △360 円

(5,550) (6,000) （△450）

　　　中野区ではそれぞれ１割を加算して（７割・５割）減額している。
　　　上記の(　)内の金額が７割・５割減額にあたる。

※減額基準
世帯の総所得金額

６割（７割）減額 ３３０，０００円以下（加入人数に関係なし）
４割（５割）減額 ３３０，０００円＋（加入人数－１）×２４５，０００円以下

項  目

※２０年度創設

※２０年度創設

２０年度（案） １９年度 増　減

 医療分

 介護分

 ６割減額
(７割減額）

 均  等  割
後期高
齢者支
援金分

 均  等  割
 ４割減額

（５割減額）

 医療分

 介護分

後期高
齢者支
援金分
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